
 
 
 
 
 
 
 
犯罪は、ある日突然、大切なものを一瞬にして奪い去ってしまいます。 

 さらに、犯罪被害者やそのご家族は、犯罪による直接的な被害にとどまらず、様々な困難に直
面することとなります。 
 犯罪被害者の方々が再び平穏な生活を営むことができるようになるためには、周囲による温か
く途切れのない支援が必要不可欠です。 
 そのためには、社会の一人ひとりが犯罪被害に遭われた方々の置かれた状況を理解し、自分に
何ができるかを考えることが大切です。 
 兵庫県警察では、犯罪被害者等の負担を少しでも軽減するため、各種相談の受理や臨床心理士
によるカウンセリング、警察に提出する診断書料等の補助などの支援活動に取り組んでいます。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

令和７年 
須磨警察署 

☏731-0110 

犯罪被害者等支援活動の周知と参加の促進及び犯罪被害給付制度の周知徹底 

～犯罪被害相談窓口のご利用を～ 

兵庫県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体 

公益社団法人 ひょうご被害者支援センター 

  ＴＥＬ (０７８)３６７－７８３３ 

  電話相談 ～ 月・火・木・金(祝日、8/12～8/16、12/28～1/4を除く) 

         午前 10時から午後４時 

  面接相談 ～ 法律・心理 ※要予約（随時、日時は要相談） 

☆ 犯罪被害者支援に精通した弁護士､臨床心理士､相談員等が在籍しています｡ 

★ 精神的支援 

  臨床心理士等の資格を有する被害者支援カウンセラー等によるカウンセリングを行っています。 

★  経済的支援 

   犯罪被害者等給付金の支給や警察に提出する診断書料等の補助を行っています。 

★  その他 

  犯罪被害者等の様々な要望にできる限り応えるため、行政機関や犯罪被害者等早期援助団体「ひょうご

被害者支援センター」等の関係機関と連携した支援活動を行っています。 

精神的・経済的支援 

犯罪被害相談窓口 


